
令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ　その４ 令和6年4月9日

旭川市福祉保険部指導監査課

※今後，厚生労働省からのＱ＆Ａ等が発出された場合は，当該Ｑ＆Ａ等に基づき事務処理を行っていただく必要があることを申し添えます。
No サービス種別 報酬・基準 区　分 質問 回答

1 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　２０２１年７月に当該加算の対象となる介護機器を導入
済みであり，当初から加算Ⅰを算定しようとする場合にお
いて，介護機器導入時の利用者が既に利用を終了してお
り，「利用者の満足度等の調査」ができない場合は，算定
要件を満たすことはできないか。

　事務処理手順通知７⑵の後段において，「しかしなが
ら，加算Ⅱの要件となる介護機器の導入前６⑴の項目に関
する調査のデータがない場合当該介護機器の導入前から介
護サービスを利用する利用者へのヒアリング調査等を行
い，その結果に基づき，委員会において当該介護機器の導
入による利用者の満足度等への影響がないことを確認する
ことで足りるものとする」とされております。
　当該ヒアリング調査等について，機器導入時の利用者が
既にいない等の場合につきましては，例えば「当時の利用
者に係る調査内容について，介護職員へのヒアリング等に
より推定する」「現在の利用者に対するヒアリングによ
り，機器導入に係る満足度等の影響を調査する」等の方法
により実施し，その結果に基づき，委員会において機器導
入による利用者の満足度等への影響がないことを確認する
ことも差し支えありません。
（厚生労働省確認済み）

2 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　２０２１年７月に対象となる介護機器を導入し，当初か
ら加算Ⅰを算定しようとする場合，「総業務時間及び当該
時間に含まれる超過勤務時間の調査」の調査対象時期は，
２０２１年６月と２０２１年１０月の比較で良いか。

　介護職員の総勤務時間数及び当該時間に含まれる超過勤
務時間数の短縮については，事務処理手順通知７⑴②にお
いて，「加算Ⅱの要件となる介護機器導入後，生産性向上
の取組を3月以上継続した以降の月における介護職員の1月
当たりの総勤務時間数及び超過勤務時間数を調査すること
としても差し支えない。」とされております。
　また，比較対象については，同一の介護職員について
「当該介護機器導入前の直近の同月又は当該介護機器を導
入した月の前月の勤務状況と比較すること」とされている
ことから，御質問のとおり，２０２１年１０月以降の月
と，２０２１年６月の実績の比較とすることができます。
（厚生労働省確認済み）

3 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　「別添３」の調査期間は，「総業務時間及び当該時間に
含まれる超過勤務時間の調査」と同じ時期としてで良い
か。

　「別添３」については，事務処理手順通知６⑷「介護職
員の心理的負担の負担等の評価」に係る様式であり，厚生
労働省への報告に要しますが，事務処理手順通知７⑴及び
⑵の算定開始時の確認資料としては規定されておりませ
ん。
　また，事務処理手順通知６⑷の調査時期については，厚
生労働省への報告時期から10月頃が想定されますが，これ
に限らず事業所において任意に設定するものです。
　なお，当該調査の実施時期は，経年の変化を把握するた
めにも，毎年同月とすることが望ましいです。
（厚生労働省確認済み）
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No サービス種別 報酬・基準 区　分 質問 回答

4 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　２０２１年７月に対象となる介護機器を導入し，当初か
ら加算Ⅰを算定しようとする場合，「年次有給休暇の取得
状況の調査」の調査対象時期は，２０２１年１０月の有給
取得総数と２０２２年の有給取得総数をの比較で良いか。

　年次有給休暇の取得状況については，事務処理手順通知
７⑴③において，「加算Ⅱの要件となる介護機器導入した
月又は加算Ⅱの要件を開始した月から②の調査対象月まで
の期間を調査対象期間としても差し支えない。」とされて
おります。
　また，比較対象については，同一の介護職員について，
「当該介護機器導入前の直近の同期間又は当該介護機器を
導入した月の前月を起点とする直近の調査対象月数におけ
る取得日数と比較すること」とされておりますことから，
２０２１年７月からの一定期間の取得日数と，機器導入前
の直近の同期間の比較とすることができます。
（厚生労働省確認済み）

5 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　「年次有給休暇の取得状況の調査」の調査期間につい
て，コロナ禍の人手不足により，有給取得が困難になった
り，超過勤務が増加した等，同一条件とは言い難い場合は
どのように設定したら良いか。

　当該調査期間については，事務処理手順通知７⑴③にの
規定により事業所における事情に応じ設定することが可能
です。
　基本的には毎年同期間とすることとなりますが，感染症
の発生等，特別な事情により比較可能なデータとならない
場合は，他の期間とすることも可能です。

6 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　「別添４」について複数人の介護職員を対象に５日間の
タイムスタディ調査をするという事は、例えば当事業所は
シフト制なので、日勤・夜勤勤務等に入る介護スタッフ３
人に調査を実施という解釈で良いか。

　「別添４」は，事務処理手順通知６⑸「機器の導入等に
よる業務時間の（直接介護，間接業務，休憩等）調査」に
関する様式で有，厚生労働省への報告に使用するものです
が，事務処理手順通知７⑴及び⑵の算定開始時の確認資料
としては規定されておりません。
　なお，事務処理手順通知６において「⑸については，調
査実施に係る現場の負担も考慮し，日中の時間帯，夜間の
時間帯それぞれについて，複数人に介護職員を調査の対象
とすることで足りるものとする」とされておりますことか
ら，日勤帯数名，調査期間５日間における日勤帯・夜勤帯
それぞれに数名（少なくとも２名以上）を対象としてくだ
さい。
　この場合の「調査期間５日間」は。必ずしも連続した５
日間とするものではなく，同一の介護職員を同一の勤務帯
で５日分とすることが望ましいものです。
（厚生労働省確認済み）
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7 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　「別添４」に係る調査の実施は，加算新規申請の当月
（令和６年４月）と以降翌年の10月に実施という解釈で良
いか。

　事務処理手順通知６⑸の調査期間については，厚生労働
省への報告時期から10月頃が想定されますが，これに限ら
ず事業所において任意に設定するものです。
　なお，当該調査の実施時期は，経年の変化を把握するた
めにも，毎年同月とすることが望ましいです。
（厚生労働省確認済み）

8 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　３月に１回以上実施する委員会において検討する事項の
うち，「利用者の安全及びケアの質の確保」については，
日々のカルテに情報を記載しているため、的確に対応でき
たか否かを報告書に記載することで足りるか。
　また，「従業者の負担の軽減及びについて」について
は，年に一度調査する別添資料等に沿ってヒアリングをし
て異常が無ければ
異常なしという様な記載で報告書をまとめることで足りる
か。

　事務処理手順通知３⑴「利用者の安全及びケアの質の確
保について」及び事務処理手順通知３⑵「従業者の負担の
軽減及びについて」における委員会の記録について，「報
告書」が「委員会の議事録」という趣旨であれば，単に
「異常なし」という記載ではなく，事務処理手順通知３⑴
①～④，３⑵①～③において検討することとされた内容
を，検討したことが確認できる内容としてください。

9 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　対象となる介護機器は，それぞれメーカーとオンライン
で常時接続し、異常があった場合は即座に対応を受けられ
る体制となっている。
　この体制を踏まえ，当事業所で行えるのは、見守り機器
やＯＡ、ＰＣ、通信関係の配線等に異状ないかの確認しか
できない状況であるが、これらを確認することを点検と認
識してよいか。

　事務処理手順通知３⑷「介護機器の定期的な点検につい
て」の①「日々の業務の中で，あらかじめ時間を定めて介
護機器の不具合がないことを確認するなどの不具合を
チェックする仕組みを設けること」についての御質問と推
察しますが，配線等の確認に関わらず「介護機器の不具合
がないこと」を確認する仕組みを設けてください

10 短期入所生活介護 報酬
生産性向上推進体制
加算

　事務処理手順通知５⑷の「職員に対する研修について」
については、運営基準等に定められている他の研修と内容
が重複する場合，その研修で認められるでしょうか。
　機器の目的や内容についての研修は以前行っておりま
す。

　事務処理手順通知５⑷「職員に対する研修について」に
掲げられるような内容を満たす研修について，当該加算に
係る職員研修であることを明確にされている場合について
は，他の研修とあわせて実施されても差し支えありませ
ん。
　なお，当該研修は，算定時のみ実施するものではなく，
定期的に実施するものです。


